
石部南まちづくりセンター

■所在地　：　〒520-3108湖南市石部南三丁目5番1号

■電話　　：　０７４８-７７-２５３５

■FAX　　：　０７４８-７７-２５３５

■Eメール  :      center@ishibe-minami.net

■施設の特徴・概要

　まちづくり活動および生涯学習活動の拠点として多くの方々に利用いただけるよう、

　住民のニーズに応じた講座や学級を開設しています。

また、生涯学習サークルの拠点にもなっています。

■利用できる人

　・市内に在住・在勤している人、かつ５人以上の団体で営利等を目的としない

　・５人以上の団体で営利等を目的としないこと。

■利用できる時間

　・午前９時から午後１０時

■休館日

　・国民の祝日に関する法律に規定する休日

　・１２月２９日から翌年１月３日

　・市長が必要と認めた休館日

■施設の面積

　・延床面積　388.43平方メートル　　鉄筋コンクリート造２階建

■施設の面積

　【1階】　和室（１１人）/中会議室（中会議室・調理室）（３０人）

　【2階】　大会議室（１００人）

■使用料

　＊1．使用者及び使用団体等が市外居住者又は市外に所在する団体等の場合は、使

  　　　用料に定める額の１０割を加算します。

　　2.入場料又はこれに類する金銭を徴収する場合は、使用料に定める額の１０割（

  　　 入場料又はこれに類する金額が一人当たり1,000円以下の場合にあっては5割）、

　　　又は宣伝その他のこれに類する目的をもって催物を行う場合は、その使用料に

　　　定める額の5割を加算します。

　　3.使用料合計時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間とします。

区分 使用料

大会議室 1時間あたり　1,２００円

中会議室（調理室）・和室 1時間あたり　　２００円



■申請方法

　　使用日の2ヶ月前の1日から使用日3日前までに申請書を提出して許可を受けてく

　　ださい。なお、申請は湖南市公共施設予約システムから行って下さい。（間違い

　　等を防ぐために、電話や口頭での申請は出来ません）

　　使用料の支払いは、予約承認日翌日から14日以内かつ使用日3日前までの執務時

　　間内です。執務時間は、休館日を除く月曜日から金曜日の8：30～17：15です。

■駐車場

　　普通車12台、身体障がい者車用1台

■身体障がい者用トイレ・スロープ・エレベーターの有無

　　身体障がい者用トイレ有/スロープ有/エレベーター無

■交通アクセス

　　市内循環バス「めぐるくん」、「石部南まちづくりセンター」バス停下車すぐ


